
一
本
稿
の
内
容

本
稿
は
、
拙
著
『
代
償
請
求
椎
と
履
行
不
能
』
（
信
山
社
、
二
○
一
九

年
）
に
基
づ
く
。
拙
著
は
、
歴
史
的
資
料
と
外
国
法
文
献
を
網
羅
的
に
整

理
し
た
上
で
、
そ
の
分
析
に
よ
り
、
平
成
二
九
年
民
法
改
正
に
よ
っ
て
新

設
さ
れ
た
代
償
請
求
権
規
定
（
民
法
四
二
二
条
の
二
）
お
よ
び
履
行
不
能

規
定
（
民
法
四
一
二
条
の
二
）
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
個
別
報
告
当
日
に
配
布
し
て
四
○
分
間
で
読
み
上
げ
た
報
告

原
稿
の
本
文
を
半
分
に
短
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
口
頭
で
は
読

み
上
げ
な
か
っ
た
条
文
等
の
引
用
お
よ
び
注
釈
も
す
べ
て
削
除
し
た
。
そ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。

個
別
報
告

代
償
請
求
権
と
履
行
不
能

田

中

宏

ム
ロ

、
町
″
ｆ
Ｕ

二
典
型
事
案
（
拙
著
三
頁
）

古
く
か
ら
（
後
述
の
モ
ム
ゼ
ン
以
来
（
↓
七
４
⑧
）
）
、
第
三
者
の
不
法

行
為
に
よ
る
代
償
取
得
が
典
型
事
案
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
家
屋
が
売
却

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
引
渡
し
前
に
家
屋
が
第
三
者
の
過
失
で
焼
失
し
、

売
主
が
第
三
者
か
ら
損
害
賠
償
金
を
受
け
た
、
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

三
旧
民
法
と
現
行
民
法

１
総
説

代
臘
請
求
権
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
の
旧
民
法
（
一
八
九
○
年
）
に
、

イ
タ
リ
ア
旧
民
法
に
由
来
す
る
明
文
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
。

２
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
Ⅲ
規
定
（
拙
著
一
四
頁
、
三
○
頁
）

ま
ず
、
ポ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
が
参
照
し
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
八
○
四
年
）

、

の
Ⅲ
一
三
○
二
条
一
項
・
一
三
○
三
条
は
、
俄
椛
者
が
直
接
に
不
法
行
為、

に
よ
る
損
害
賠
償
債
権
を
取
得
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
た
ん
債
務

者
の
も
と
に
発
生
し
た
権
利
の
譲
渡
を
債
権
者
が
請
求
す
る
、
と
規
定
し
、

ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。

３
イ
タ
リ
ア
旧
民
法
の
規
定
（
拙
著
一
五
頁
、
三
一
頁
）

そ
れ
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
旧
民
法
（
一
八
六
五
年
）
の
一
二
九
八
条
一

項
・
一
二
九
九
条
は
改
善
さ
れ
て
い
る
、
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
言
う
。
つ
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ま
り
、
い
っ
た
ん
債
務
瀞
の
も
と
に
発
生
し
た
権
利
ま
た
は
訴
権
が
法
律

上
当
然
に
侭
権
者
に
移
転
し
、
債
務
者
の
譲
渡
（
行
為
）
に
よ
っ
て
移
転

す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

４
わ
が
国
の
旧
民
法
の
規
定
（
拙
著
二
三
頁
、
四
一
頁
）

イ
タ
リ
ア
Ⅲ
民
法
に
由
来
す
る
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
に
雄
づ
い
て
Ⅲ
民

法
財
産
編
五
三
九
条
．
五
四
三
条
の
規
定
が
起
草
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
こ
の
段
階
で
、
不
法
行
為
に
よ
る
憤
椛
者
固
有
の
批

媒
賠
償
術
求
椛
が
取
得
さ
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
ら
し

く
、
草
案
が
邦
語
訳
さ
れ
る
際
に
、
イ
タ
リ
ア
旧
民
法
の
術
成
す
ら
否
定

す
る
形
で
、
俄
椛
苛
側
布
の
椛
利
発
生
と
も
読
め
る
文
言
に
直
す
こ
と
を

Ｈ
本
人
委
員
に
対
し
て
求
め
て
い
る
。

５
現
行
民
法
（
改
止
前
民
法
）

川
代
償
請
求
権
（
拙
著
二
胆
頁
）

改
服
前
蛇
法
の
立
法
将
慰
恕
は
、
代
悩
術
求
椛
に
つ
い
て
川
民
法
と
反

対
で
あ
り
、
代
償
請
求
権
を
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
改

正
前
腿
法
の
代
俄
諦
求
椎
の
部
分
を
仙
当
し
た
富
井
腓
ｔ
は
、
愉
椛
者
間

獅
の
楓
害
賠
償
論
求
椛
の
存
在
を
理
曲
に
、
旧
民
法
の
構
成
を
否
定
し
、

代
悩
請
求
権
の
存
在
意
義
を
否
定
し
た
。

②
版
行
不
能
（
拙
若
四
二
頁
）

後
発
的
無
資
不
能
を
要
件
と
す
る
義
務
消
滅
の
規
定
（
旧
民
法
財
産
編

江
一
・
九
条
）
も
、
原
始
的
不
能
に
よ
る
合
意
無
効
の
規
定
（
Ⅲ
民
法
財
産

編
三
二
二
条
一
項
）
も
、
民
法
修
正
の
過
程
で
富
井
起
草
委
員
の
提
案
に

よ
っ
て
削
除
さ
れ
、
改
正
前
民
法
に
は
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
肌
文
の
規
定

が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
富
井
委
員
は
、
旧
民
法
に
反
対
だ
っ
た
の
で

一

明
治
末
期
以
降
、
代
償
論
求
椛
論
に
お
い
て
も
、
不
能
論
に
お
い
て
も
、

立
法
者
意
思
と
は
無
関
係
に
ド
イ
ツ
法
の
学
説
継
受
が
な
さ
れ
た
。

代
愉
請
求
椎
に
つ
い
て
は
、
そ
の
肯
定
説
が
、
石
坂
博
士
に
よ
っ
て
ド

イ
ツ
か
ら
輸
入
さ
れ
、
民
法
典
の
立
法
者
懲
思
に
反
し
て
通
説
化
し
た
。

そ
の
一
方
、
代
償
請
求
椛
の
価
額
が
損
害
額
を
上
限
と
す
る
と
い
う
ｌ

お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
民
法
川
二
八
一
条
二
項
の
誤
訳
に
よ
る
ｌ
勝
本
説
も

主
張
さ
れ
た
。

五
最
高
裁
昭
和
四
一
年
判
決

１
要
件
・
効
果
（
拙
著
九
二
頁
）

代
侭
請
求
権
の
判
例
を
確
立
し
た
の
は
、
最
獅
裁
昭
和
四
一
年
判
決
で

あ
る
（
最
判
昭
和
凶
一
年
一
二
月
二
三
日
民
集
二
○
巻
一
○
号
二
一
二
一

頁
）
。
同
判
決
は
、
要
件
を
、
①
履
行
不
能
、
⑤
同
的
物
の
代
償
を
倫
務

者
が
取
得
し
た
こ
と
、
＠
そ
れ
が
履
行
不
能
と
同
一
の
原
因
に
よ
る
こ
と
、

④
代
悩
以
上
の
損
害
の
発
生
、
効
果
を
、
債
権
者
の
偵
務
者
に
対
す
る
利

益
償
還
請
求
権
の
取
得
、
と
判
示
し
た
。

な
お
、
⑥
の
要
件
を
課
す
点
で
通
説
と
は
異
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
、

た
ま
た
ま
勝
本
説
に
依
拠
し
た
当
事
者
の
主
張
を
控
訴
審
が
容
れ
、
そ
れ

は
な
く
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
明
文
化
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
改
正
前
民
法
の
立
法
者
意
思
は
、
Ⅲ
民
法
の
そ
れ
と
同
様
、

後
発
的
無
資
不
能
に
よ
る
義
務
消
滅
お
よ
び
原
始
的
不
能
に
よ
る
合
意
撫

効
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

四
民
法
制
定
後
の
学
説
史
（
拙
著
六
一
頁
）
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ｌ
不
能
（
拙
著
一
四
七
頁
）

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
偵
権
法
改
正
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

新
股
の
民
法
川
一
二
条
の
二
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
要
件
の
「
不
能
」
の

解
釈
が
側
魎
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
α
「
償
務
者
の
覚
め
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
不
能
」
と
縮
小
解
釈
す
る
べ
き
か
否
か
、
②

「
後
に
龍
っ
て
不
能
と
な
っ
た
と
き
は
」
と
縮
小
解
釈
す
る
べ
き
か
否
か
、

⑥
不
能
の
判
断
雅
準
は
何
か
（
特
に
「
給
付
困
難
」
を
不
能
が
包
摂
す
る

か
締
か
）
、
と
い
っ
た
柵
点
が
璽
要
と
思
わ
れ
る
。

２
代
俄
紺
求
椛
（
拙
若
一
ヒ
ニ
頁
）

代
俄
鮒
求
椛
の
存
在
意
義
は
，
審
縦
過
程
に
お
い
て
も
疑
問
が
呈
さ
れ

続
け
た
。
そ
の
た
め
、
そ
も
そ
も
①
新
規
定
の
必
要
性
に
疑
問
が
残
り
、

解
釈
論
と
し
て
も
、
②
理
論
的
根
拠
は
何
か
、
③
「
不
能
」
を
「
償
務
考

を
雌
簡
放
が
踏
襲
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２
根
拠
（
拙
著
九
八
頁
）

ま
た
、
代
価
諭
求
権
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
民
法
五
一
一
一
六
条
二

頃
後
段
の
規
定
が
引
か
れ
て
い
た
。

３
扱
判
実
務
（
拙
溶
一
○
四
頁
）

肢
尚
奴
昭
和
四
一
年
判
決
以
外
に
も
、
「
代
俄
諭
求
椛
」
の
語
が
川
い

ら
れ
た
蚊
判
例
は
、
幾
つ
か
海
在
す
る
。
け
れ
ど
も
、
代
償
淵
求
椛
の
実

体
を
伽
え
て
い
る
も
の
は
、
股
簡
抜
昭
和
四
一
年
判
決
前
の
も
の
た
だ
一

件
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
執
行
不
能
に
備
え
た
填
補
賠
倣
論
求
権
（
改

岻
前
腿
法
四
一
派
条
後
段
）
な
ど
で
あ
る
。

六
平
成
二
九
年
民
法
改
正

ｌ
古
代
ギ
リ
シ
ア
（
拙
著
二
○
四
頁
）

ま
ず
、
雌
も
古
い
時
代
に
遡
る
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
時
代
（
紀
沁
前
肛

世
紀
頃
）
の
文
献
に
は
代
俄
論
求
椛
に
関
す
る
も
の
は
熊
い
。

そ
れ
に
対
し
、
版
行
不
能
に
つ
い
て
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
ー
ベ
ル
に

よ
っ
て
考
察
が
加
え
ら
れ
た
。
ラ
ー
ベ
ル
は
．
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

＆
ｇ
§
。
ｑ
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
．
「
そ
の
典
実
な
る
こ
と
が
Ⅲ
え
ら
れ

な
い
こ
と
は
不
能
（
Ｒ
き
く
§
・
く
）
で
あ
る
、
た
と
え
ば
、
土
地
が
空
を
飛

ぶ
」
と
い
う
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
物
理
的
不
能
が
妓
古
の
不
能
で

あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
法
学
説
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
と
言
っ
た
。

２
古
代
ロ
ー
マ
（
拙
著
二
○
五
頁
）

ロ
ー
マ
法
に
代
償
謂
求
椎
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
。
代
悩
紺
求
椛
の
体

系
化
に
は
、
た
し
か
に
、
ロ
ー
マ
法
源
が
川
い
ら
れ
た
。
し
か
し
，
そ
れ

が
な
さ
れ
た
時
期
は
、
古
代
ロ
ー
マ
が
滅
ん
だ
後
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
撰

隆
朧
期
の
一
九
世
紀
で
あ
っ
た
。

他
方
、
不
能
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
原
始
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
「
不
能

な
俄
務
は
存
在
し
な
い
（
旨
ｇ
い
い
旨
冒
日
呂
房
ｏ
三
侭
昌
◎
の
鴬
ご
と

い
う
命
題
が
妥
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
胃
Ｂ
ｇ
２
‐

冨
旨
ョ
は
、
形
容
詞
目
９
筋
書
房
の
幌
格
の
複
数
墹
訓
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
「
不
能
な
こ
と
ご
と
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
不
能
」
と
縮
小
解
釈
す

る
べ
き
か
否
か
、
④
「
損
害
の
額
の
限
腱
に
お
い
て
」
を
拡
大
解
釈
す
る

べ
き
か
否
か
等
、
多
く
の
問
題
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。

セ
ド
イ
ッ
民
法
典
成
立
更
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そ
の
語
を
「
原
始
的
不
能
な
こ
と
ご
と
の
」
と
限
定
し
て
読
む
文
法
上
の

根
拠
は
雌
い
。
け
れ
ど
も
不
思
縦
な
こ
と
に
、
こ
の
「
不
能
」
は
、
「
原

始
的
不
能
」
の
意
味
に
限
定
し
て
解
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
法
規
範
は
、

「
原
始
的
不
能
な
債
務
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
一
方
、
後
発
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
原
始
的
不
能
の
場
合
の
「
憤
務

は
存
在
し
な
い
」
に
相
当
す
る
一
般
的
な
判
断
は
見
出
さ
れ
な
い
。

３
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
前
史
（
拙
著
二
○
八
頁
）

蒋
迩
法
は
、
ま
ず
、
原
始
的
不
能
に
つ
い
て
古
代
ロ
ー
マ
法
と
同
様
で

あ
る
。
ま
た
、
後
発
的
不
能
に
つ
い
て
も
相
変
わ
ら
ず
、
原
始
的
不
能
の

法
規
範
に
州
洲
す
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

４
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学

山
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（
拙
藩
二
○
八
頁
）

ま
ず
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
初
期
に
不
能
論
は
ほ
と
ん
ど
注
Ⅱ
さ
れ
な

か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
眠
り
か
ら
覚
ま
し
た
人
物
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
で
あ
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
そ
の
た
め

に
使
っ
た
覚
離
剤
は
、
「
主
観
的
・
客
観
的
不
能
」
と
い
う
新
し
い
概
念

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
こ
の
概
念
は
、
ド
イ
ツ
法
継
受
に
お

い
て
（
特
に
澗
坂
説
に
お
い
て
）
否
定
さ
れ
た
た
め
、
説
明
概
念
と
し
て

の
意
味
し
か
無
い
。

②
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
（
拙
著
二
一
二
頁
）

後
述
の
モ
ム
ゼ
ン
こ
そ
が
ミ
ス
タ
ー
代
償
請
求
権
だ
と
し
て
、
そ
の
前

に
、
史
上
初
の
代
悩
諦
求
権
に
関
す
る
学
術
論
文
を
上
梓
し
た
、
「
代
償

諭
求
権
の
父
」
が
存
在
す
る
。
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
で

あ
る
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
「
代
償
」
概
念
を
挺
子
に
し
て
ロ
ー
マ
法
源

の
断
片
か
ら
代
悩
請
求
権
の
法
規
範
を
抽
出
す
る
。
彼
の
功
縦
は
、
代
償

請
求
権
の
「
代
償
」
要
件
の
分
析
に
尽
き
る
。

⑥
モ
ム
ゼ
ン
（
拙
著
二
一
五
頁
、
二
二
三
頁
）

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
モ
ム
ゼ
ン
の
不
能
論
に
お
い
て
は
、
「
原
始
的
」
・

「
後
発
的
」
不
能
が
対
世
さ
れ
た
こ
と
が
亜
要
で
あ
る
。
モ
ム
ゼ
ン
は
、

、
原
始
的
客
観
的
不
能
が
契
約
の
無
効
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
、
⑤
後
発

的
無
賃
不
能
が
償
務
関
係
か
ら
の
免
責
を
も
た
ら
す
、
と
明
確
に
定
式
化

し
た
。
⑥
の
点
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
よ
り
進
歩
し
て
い
る
。

他
方
、
モ
ム
ゼ
ン
は
、
代
償
請
求
権
の
要
件
〔
の
一
部
〕
と
し
て
（
後

発
的
）
不
能
を
挙
げ
、
不
能
と
代
俄
蒲
求
椛
と
の
連
結
が
成
立
し
た
。
そ

の
点
で
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
よ
り
進
歩
し
て
い
る
。

モ
ム
ゼ
ン
は
、
そ
の
論
拠
と
し
て
九
つ
の
ロ
ー
マ
法
源
を
引
用
す
る
が
、

と
り
わ
け
蓮
視
し
た
の
が
、
「
利
撒
は
、
危
険
が
僻
す
る
者
に
帰
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
８
ヨ
ョ
○
号
日
の
旨
、
の
い
め
の
烏
ご
里
．
２
Ｅ
切
月
『
言
三
尾
ョ

隈
こ
」
と
い
う
文
言
を
含
む
目
因
．
囲
い
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
モ
ム
ゼ
ン
は
、
ロ
乞
畠
望
胃
．
と
胃
．
舎
昌
ら
と
い
う
二

つ
の
法
源
か
ら
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
代
償
請
求
権
を
取
得
す
る
の
は
、

、
、

扇
売
主
が
買
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
ず
、
か
つ
、
④
買
主
が

、
、
、

所
有
者
と
し
て
の
訴
権
を
取
得
し
な
い
と
き
、
つ
ま
り
、
買
主
が
危
険
を

負
担
す
る
場
合
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
る
。

鋤
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
（
拙
著
二
三
五
頁
）

モ
ム
ゼ
ン
の
代
償
請
求
権
論
は
、
そ
の
危
険
負
担
に
よ
る
根
拠
づ
け
の

部
分
を
除
い
て
、
韮
礎
た
る
不
能
論
と
と
も
に
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
後

期
に
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
後
に
民
法
典
中
に
明
文
の
規
定
と
し
て
結
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代仙,il'l求椛と脳行不能

笈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
ベ

ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
具
体
的
な
功
績
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
代
償

論
求
椛
の
根
拠
と
し
て
の
危
険
負
担
を
全
く
強
調
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
た
し
か
に
‐
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
も
解
釈
の
根
拠
と
し
て
、
モ
ム
ゼ

ン
が
挙
げ
た
の
と
何
様
の
複
数
の
ロ
ー
マ
法
源
、
と
り
わ
け
、
「
利
益
は
、

危
険
が
帰
す
る
者
に
帰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
宮
．
鐸
麗
．
巴
を
挙
げ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
七
４
⑧
⑦
の
文
脈
に
限
ら
れ
、
④
の
文
脈
で
は

用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
モ
ム
ゼ
ン
の
強
引
な
ロ
ー
マ
法
源
解
釈
の
欠
点
が

ひ
っ
そ
り
と
取
り
除
か
れ
た
の
で
あ
る
。

、
、

第
二
に
、
代
倣
仙
求
椎
の
典
件
が
後
発
的
撫
覚
不
能
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
償
誠
求
椛
は
、
後
発

、
、

的
無
黄
不
能
に
よ
る
給
付
義
務
消
滅
を
要
件
と
し
、
そ
れ
を
補
充
す
る
機

能
（
曾
●
隠
二
㈱
⑦
且
⑦
冒
三
豊
冒
目
勾
号
ョ
２
号
言
．
ロ
ョ
ョ
獄
胃
三
国
厨
‐

ｇ
『
開
言
澤
ｇ
）
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

５
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
史
（
拙
著
二
三
九
頁
）

第
一
蛾
案
二
八
八
七
年
）
の
理
由
許
に
よ
る
と
、
代
償
淵
求
椛
に
関

、
、
、
、
、

す
る
第
一
言
↓
八
条
の
規
定
の
根
拠
は
、
当
事
者
意
思
で
あ
る
と
言
う
。

ま
た
、
第
二
草
案
（
一
八
九
四
年
）
は
、
代
償
請
求
権
に
関
す
る
第
二

三
七
条
に
お
い
て
、
第
二
項
の
規
定
を
追
加
し
た
。
修
正
第
一
草
案
の
段

階
で
後
発
的
有
賀
不
能
ま
で
要
件
を
拡
大
し
た
た
め
、
損
害
賠
償
諸
求
椛

が
競
合
す
る
場
合
の
た
め
の
調
整
が
必
要
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の

段
階
ま
で
来
る
と
、
七
４
⑧
⑦
の
文
脈
に
お
け
る
危
険
負
担
の
考
え
す
ら

消
え
去
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

１
有
責
性
判
断
と
の
訣
別

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
（
一
八
九
六
年
）
か
ら
一
九
八
○
年
代
の
債
務
法

改
正
帥
凹
開
始
ま
で
の
時
期
、
館
二
七
五
条
一
頃
の
解
釈
に
つ
い
て
、
有

責
・
無
黄
を
区
別
し
な
い
不
能
要
件
が
通
説
化
し
た
。

一
九
七
一
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
が
指
導
判
決
で
あ
る
（
国
の
露
．

ご
『
鼠
－
８
ョ
鰐
二
．
己
型
Ｉ
く
画
侭
罰
弓
迎
宅
，
昌
乏
ら
高
．
の
罰
巴
。

２
不
能
判
断
の
基
準

他
方
、
右
判
決
に
お
い
て
不
能
判
断
の
基
準
と
し
て
‐
判
決
が
「
無
意

味
か
旨
己
８
こ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
不
能
を
理
川
と

し
て
給
付
義
務
を
否
定
す
る
趣
旨
は
、
仮
に
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
下
し

た
場
合
に
は
そ
れ
が
無
意
味
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
意
味
で
無

意
味
か
と
言
う
と
、
「
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
無
意
味
」
、
つ
ま
り
執

行
不
能
と
い
う
意
味
で
無
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
不
能
が
確
定

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
判
決
手
続
に
お
い
て
給
付
義
務
を
不
存
在
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
手
続
を
省
略
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
不
能
に
よ
る

給
付
瀧
務
否
定
の
制
度
趣
旨
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

九
ド
イ
ツ
新
債
務
法

二
○
○
一
年
に
公
表
さ
れ
た
盤
理
案
二
七
五
条
は
、
給
付
義
務
不
存
在

の
効
果
を
導
く
要
件
に
、
①
有
資
・
無
責
も
②
原
始
的
・
後
発
的
も
問
わ

な
い
不
能
概
念
を
初
め
て
明
確
な
形
で
用
い
た
条
文
案
で
あ
り
、
そ
の
愈

味
で
記
念
す
べ
き
存
在
と
な
っ
た
。

八
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
後
の
学
説
史
（
拙
著
二
九
九
頁
）
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個別慨糾

ま
た
、
代
償
論
求
権
に
関
し
“
Ⅲ
二
八
一
条
で
は
「
後
発
的
不
能
」
が

婆
作
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
新
備
務
法
第
二
八
五
条
で
は
、
「
第
二
七
五

条
の
規
定
に
従
っ
た
給
付
義
務
の
不
存
在
」
が
要
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

代
俄
論
求
権
が
発
生
す
る
と
き
は
、
常
に
第
二
七
五
条
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、
不
能
が
後
発
的
な
も
の
に
限
ら
れ
ず
に
原
始
的
な
も

の
で
も
よ
く
な
る
一
方
．
第
二
八
汎
条
が
第
二
七
五
条
の
規
定
を
袖
光
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。

一
○
新
規
定
の
解
釈

以
止
が
拙
好
の
脱
た
る
部
分
で
あ
る
さ
ら
に
‐
わ
が
側
の
新
規
定
に

関
し
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
示
唆
さ
れ
る
か
を
示
す
こ
と
で
上
記
基
礎
研

究
を
伽
術
し
て
み
よ
う
。

た
だ
⑱
も
ち
ろ
ん
、
法
仲
の
規
定
の
解
釈
は
、
当
該
規
定
の
韮
礎
研
究

だ
け
か
ら
は
導
か
れ
ず
、
広
い
視
野
の
下
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

血
接
に
は
敗
判
術
の
判
断
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
以
ｒ
の
解
釈

論
は
、
あ
く
ま
で
も
雄
礎
の
敷
術
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
洲
し
て
お
き
た

い

Ｉ
代
慨
論
求
椛
（
拙
蕃
Ⅲ
五
○
頁
）

ま
ず
、
民
法
四
三
二
条
の
二
の
規
定
を
新
股
し
た
こ
と
の
是
非
で
あ
る

わ
が
側
で
は
当
初
、
イ
タ
リ
ア
Ⅲ
民
法
を
範
と
す
る
代
償
請
求
権
規
定
が

Ⅲ
民
法
に
存
在
し
、
平
成
二
九
年
改
正
前
民
法
の
立
法
者
は
そ
れ
を
否
定

す
る
趣
月
で
規
定
を
削
除
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
般
の
規
定
新
股

は
、
そ
の
趣
旨
を
殺
す
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
民
法
学
説
の
継
受

に
由
来
す
る
雌
高
敗
昭
和
四
一
年
判
決
の
存
在
を
論
拠
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
規
定
の
必
要
性
は
実
に
疑
わ
し
く
、
以
下
の
理
由
か
ら
こ
れ
を
削

除
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

第
一
に
、
雌
澗
放
判
決
自
体
も
危
険
負
拠
を
珊
論
的
根
拠
と
し
て
掲
げ

て
い
て
説
得
力
に
欠
け
る
た
め
で
あ
る
（
↓
五
２
、
モ
ム
ゼ
ン
の
危
険
負

担
論
が
衙
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
↓
七
４
仙
・
５
）
。

第
二
に
．
裁
判
笑
勝
も
般
尚
故
昭
和
四
一
年
判
決
を
蹄
製
し
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
（
↓
五
３
）
。

第
三
に
、
民
法
四
二
二
条
の
二
の
規
定
が
な
け
れ
ば
妥
当
な
結
論
が
蝉

け
な
い
馴
案
が
想
定
で
き
ず
（
わ
が
国
で
は
不
法
行
為
が
成
立
し
や
す
い

こ
と
と
、
民
法
Ⅲ
二
二
条
の
二
の
「
捌
審
の
額
の
限
度
に
お
い
て
」
の
要

件
が
ネ
ッ
ク
に
な
る
）
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
や
富
井
博
士
の
規
定
不
要
論
が

現
在
で
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
↓
三
４
．
５
川
）
。

第
川
に
、
偵
椛
法
改
正
の
講
談
過
栂
に
お
い
て
も
、
規
定
の
必
要
性
に

つ
い
て
相
当
に
強
い
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
↓
六
２
）
。

し
か
し
、
現
実
に
は
新
規
定
の
削
除
は
附
雌
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
新

規
定
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
一
方
で
適
用
範
囲
を
狭
く
す
る
た
め
に
要
件

を
な
る
べ
く
厳
格
に
解
釈
し
、
他
方
で
そ
の
効
力
を
控
え
Ⅱ
に
す
る
た
め

に
効
果
を
な
る
べ
く
小
さ
く
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
定
新
設
の
影

騨
を
抑
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

２
履
行
不
能
（
拙
著
四
三
一
頁
）

次
に
順
行
不
能
で
あ
る
が
、
現
在
ま
で
踏
鵬
さ
れ
る
わ
が
国
の
不
能
論

が
ド
イ
ツ
か
ら
継
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
民
法
四
一
二

条
の
二
の
規
定
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
法
の
現
在
の
解
釈

倫
が
参
考
に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。
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一部艇効の本間と射栂

ｌ
問
題
の
所
在

契
約
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
、
公
序
良
俗
違
反
等
の
無
効
事
由
が
存
す

る
場
合
に
、
い
か
な
る
範
州
で
無
効
と
な
る
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生

ず
る
事
案
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
、
学
説

の
多
く
は
、
難
効
の
純
棚
を
Ⅲ
定
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、
特
に
事
業

を
区
別
せ
ず
に
、
当
事
苫
意
思
と
法
秩
序
自
体
の
観
点
と
い
う
二
つ
を
挙

げ
る
。
そ
し
て
、
無
効
の
範
洲
を
画
定
す
る
場
而
に
お
い
て
も
私
的
自
治

の
原
則
を
強
調
し
、
当
事
者
意
思
を
無
効
の
範
囲
画
定
の
雄
終
的
な
基
準

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
学
説
の
多
く
は
、
契
約
の
一
部
を
無
効
と
す
る
こ

と
が
当
事
者
意
思
に
反
す
る
場
合
に
は
そ
の
全
部
が
無
効
と
な
る
と
す
る
。

一
参
考
文
献
｝

拙
蕃
『
代
償
講
求
権
と
職
行
不
能
』
（
信
山
社
、
二
○
一
九
年
）
。

（
千
葉
大
学
教
授
）

は
じ
め
に

一
部
無
効
の
本
質
と
射
程

Ｉ
条
項
規
制
場
側
に
お
け
る
当
戦
術
慰
思
の
意
義
を
中

心
と
し
て

洲

巻

修

山

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
決
は
、
具
体
的
事
案
の
解
決
の
指
針
と
な
ら

な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
契
約
に
お
け
る
付
随
的
条
項
や
そ
の

一
部
が
強
行
法
規
に
反
す
る
事
案
類
型
に
お
い
て
は
、
当
該
無
効
部
分
に

よ
り
契
約
全
体
が
無
効
に
な
る
か
否
か
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
酬
者
意
思
と
法
秩
序
自
体
の
観
点
と
い
う
二
つ
の
艫

準
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
事
案
の
解
決
に
は
不
十
分
で
あ
り
．
ま
た
、
常
に

当
事
者
意
思
に
決
定
的
な
役
割
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
も
疑
問
が
生
ず
る
．

こ
の
よ
う
な
現
状
に
至
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
私
的
側
治
の
原
則
が

強
澗
さ
れ
る
一
方
で
、
無
効
規
範
の
位
樅
づ
け
が
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

２
検
討
の
対
象

以
上
の
日
本
法
の
状
況
に
対
し
て
興
味
深
い
視
座
を
も
た
ら
す
と
思
わ

れ
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
○
一
六
年
の
債

務
法
改
正
前
、
民
法
典
に
は
、
無
効
の
鮠
朋
に
関
す
る
一
般
規
定
が
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
二
○
世
紀
中
葉
頃
か
ら
一
部
無
効
に
閲
す
る
議
論
が

生
じ
‘
学
説
に
定
蒲
す
る
そ
の
理
川
は
、
無
効
の
本
蘭
の
理
解
が
か
つ

て
と
変
容
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
○
世
紀
初
頭
に
、
無
効
と

は
．
行
為
状
態
を
指
す
の
で
は
な
く
、
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
法
規
純
の
Ⅱ
的
を
確
保
す
る
た
め
に
、
当
該
規
範
の
側
的
を
考
感

し
て
契
約
の
一
部
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
一
部
無
効
が
正
当
化
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
学
説
で

は
当
初
か
ら
当
事
者
意
思
を
考
噛
す
べ
し
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
す
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